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１【提出理由】

平成26年６月24日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成26年６月24日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円

 

第２号議案　定款一部変更の件

①現行定款の第２条（目的）につき、事業目的を追加する。

②取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、並びに、社外取締役及び社外監査役

の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定（第28条及び第36条）を新設し、併せて条数の繰

り下げを行う。

 

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、﨑村忠士、平岡哲美、五十嵐　卓、横尾英男、清水直樹、田口政人及び重森　豊を選

任する。

 

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、斎藤昌治及び夢野裕之を選任する。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 51,347 130 0 （注）１ 可決（99.7％）

第２号議案 50,281 1,196 0 （注）２ 可決（97.6％）

第３号議案    （注）３  

﨑村　忠士 48,582 2,894 0  可決（94.3％）

平岡　哲美 49,929 1,548 0  可決（96.9％）

五十嵐　卓 49,789 1,688 0  可決（96.7％）

横尾　英男 49,810 1,667 0  可決（96.7％）

清水　直樹 49,925 1,552 0  可決（96.9％）

田口　政人 50,389 1,088 0  可決（97.8％）

重森　豊 50,114 1,363 0  可決（97.3％）

第４号議案    （注）３  

斎藤　昌治 51,392 85 0  可決（99.8％）

夢野　裕之 43,199 8,278 0  可決（83.9％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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